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工事概要

１ 工事場所等

（１）所在地 埼玉県八潮市中央1丁目2‐1地内

（２）工事対象延床面積 8,002.33m2

２ 工事概要

（１）工事範囲【別図①】

旧市庁舎、付属施設

（２）工事内容

解体工事

①既存建物及び屋外構造物等除去

②杭撤去工事

③埋戻し・整地工事

（３）施工監理者

株式会社協和コンサルタンツ

（４）施工業者

村本建設株式会社 埼玉営業所 現場代理人 木幡 幸司（こばた こうじ）

現場事務所（ＴＥＬ：048-954-9801）

（５）工事工期

・令和６年２月５日～令和７年９月３０日（予定）





３ 工事上の対策等

下記事項を遵守して作業を行います。

① 作業時間は、原則として午前８時から午後６時までとします。

騒音や振動が大きな作業は原則として午前8時30分から午後5時
30分までとします。

② 日曜・祝日は、原則として作業を行いません。ただし、災害緊急
措置等を要する場合は、作業を行うことがあります。

③ 重機の搬入・搬出に際して交通管理者の指導により、

やむを得ず夜間又は早朝となる場合があります。

④ 週間作業スケジュールを出入口ゲート付近に設置する掲示板でお
知らせします。

（１）作業日・作業時間



（２）安全対策【別図②】

① 解体工事期間は、児童その他一般の方々が工事区域内

に入らないように、安全柵（仮囲い）を工事区域の外周に

設置します。

② 工事車両の出入口にはゲートを設置し、交通整理員を

配置します。

③ 工事車両の通行がない時間帯はゲートを閉じます。また、

夜間には施錠を行います。



（３）工事車両に関する安全対策

① 工事車両の場内への入退については、
【別図②】のように計画しております。
また交通整理員を工事車両の出入口に配置して、
交通事故の防止及び歩行者等の安全確保に
努めます。

② 工事車両は、道路交通関係法規を厳守します。
また、大型車両には工事関係車両プレート
の設置を徹底します。

③ 工事車両の駐車場は、工事区域内に確保します。

④ 工事車両のタイヤ等に付着した泥土等は、
場外施設の汚損防止のため、敷地内で洗車等を
行ないます。また、工事車両の出入口に接する道路
については、適宜、清掃・散水を行います。



（４）振動・騒音対策

① 工事の実施にあたっては、振動規制法、騒音規制法等
の関連法令を遵守します。
また、建設機械は、国土交通省認定の低振動・低騒音型を
使用して、振動、騒音の軽減に努めます。

② 建物の解体に際しては、建物の壁面に防音パネル等を設置
して騒音対策を行います。

③ 敷地東側の境界付近において、振動、騒音の測定器設置し、
工事エリアの外から騒音・振動値が確認できるようにします。
【別図②】



（５）アスベスト対策

① 工事着手前に、アスベスト含有の有無について調査を
行い確認することとしています。

② アスベストの撤去につきましては、八潮市及び埼玉県、
労働基準監督署と協議しその指導に基づくほか、
「建築物の改修・解体に伴うアスベストによる大気汚染
の防止について（環境省）」等の関係法令に従い、適正
に処理いたします。

① 工事中は、適宜散水、清掃を行い粉じんの飛散防止に努め
ます。

② 強風時には、粉じんを伴う解体作業を原則中止します。

（６）粉じんの飛散防止



（７）災害防止

災害防止については、防災組織の確立並びに消火器類を
常備し、災害の防止に努めます。
万一、災害及び事故等が発生した場合は、速やかに、
誠意を持って解決します。

① 工事期間中は、施工管理員を配置します。
② 工事災害及び工事公害の発生防止を図るため、厳正な工事

監理を行います。
③ 作業員の安全対策・風紀衛生等の維持について、指導監督

を徹底します。なお、敷地内には、作業員の宿舎は設置し
ません。

（８）施工管理員



別図①



別図②



総合仮設平面図（参考）
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STEP：1

足場組立状況 防音パネル設置完了

建物の解体に際しては、建物の壁面に防音パネル等
を設置して騒音対策を行います。

足場組立施工例



STEP：2

内装解体施工例



STEP：3

躯体解体施工例



STEP：4
杭引き抜き工法



STEP：4
杭引抜き工法施工例

杭引抜き後場内を整地し、
次の工事に引渡します。


